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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　活栓であって、
　中心孔及び少なくとも第１、第２及び第３のポートを画定するハウジング要素と、
　前記ハウジング要素に対し選択可能に位置決め可能な取っ手要素と、
　前記少なくとも第１、第２及び第３のポートの内の少なくとも２つの間で連通する少な
くとも１つの流体通路であって、前記ハウジング要素及び前記取っ手要素の内の少なくと
も１つによって選択可能に画定される少なくとも１つの流体通路と、前記少なくとも１つ
の流体通路に関連する流体流ガイドであって、半径方向に前記中心孔の内面壁まで延在し
且つ前記少なくとも１つの流体通路を部分的に分岐させる、流体流ガイドと；を具備する
、活栓において、
　前記少なくとも１つの流体通路は、流体流によって、前記第１、第２及び第３のポート
の内の少なくとも１つの内部容積のフラッシングが可能であるように形成されており、流
体流は、内部容積がフラッシュされる前記ポートを介して流出しない、活栓。
【請求項２】
　前記取っ手要素及び前記ハウジング要素が、多数の相互位置で配列可能であり、前記ハ
ウジング要素及び前記取っ手要素が、前記多数の相互位置の内の少なくとも１つにあると
きに、前記少なくとも１つの流体通路が、前記第１、第２及び第３のポートの内の少なく
とも１つの前記内部容積のフラッシングを可能にするために形成される、請求項１に記載
の活栓。



(2) JP 5015778 B2 2012.8.29

10

20

30

40

50

【請求項３】
　前記第１、第２及び第３のポートの内の少なくとも１つと関連する少なくとも１つの弁
をまた具備する、請求項２に記載の活栓。
【請求項４】
　前記弁がエラストマ要素を含み、前記ハウジング要素及び前記取っ手要素が、前記多数
の相互位置の内の別の位置にあるときに、前記少なくとも１つの流体通路は、前記エラス
トマ要素に流体流を供給するように形成されており、前記エラストマ要素は流体流を密封
するように機能できる、請求項３に記載の活栓。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの流体通路が、前記取っ手要素のシャフト部分によって画定される
、請求項１から４のいずれか１項に記載の活栓。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの流体通路が、前記取っ手要素の周縁面に形成された少なくとも１
つの凹部によって画定される、請求項１から５のいずれか１項に記載の活栓。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのポートの内の少なくとも１つを分岐させる、別の流体流ガイドを
更に具備する、請求項１から６のいずれか１項に記載の活栓。
【請求項８】
　前記ハウジング要素が、前記中心孔内に配置される側面凹部を含む、請求項１から７の
いずれか１項に記載の活栓。
【請求項９】
　動脈監視セットであって、
　動脈線の第１端部で圧力下の液体源に、動脈線の第２端部で患者の動脈に接続されるよ
うになっている動脈線と、
　前記動脈線内の液体圧力を感知するための前記動脈線に沿って配置される圧力変換器と
、
　前記動脈線に沿って配置される活栓と、を具備し、
　前記活栓が、
　中心孔及び少なくとも第１、第２及び第３のポートを画定するハウジング要素と、
　前記ハウジング要素に対し選択可能に位置決め可能な取っ手要素と、
　前記少なくとも第１、第２及び第３のポートの内の少なくとも２つの間で連通する少な
くとも１つの流体通路であって、前記ハウジング要素及び前記取っ手要素の内の少なくと
も１つによって選択可能に画定される少なくとも１つの流体通路と、前記少なくとも１つ
の流体通路に関連する流体流ガイドであって、半径方向に前記中心孔の内面壁まで延在し
且つ前記少なくとも１つの流体通路を部分的に分岐させる、流体流ガイドと；を具備し、
　前記動脈線を介して前記患者に流れる流体流によって、前記第１、第２及び第３のポー
トの内の少なくとも１つの内部容積のフラッシングを可能にするために、前記少なくとも
１つの流体通路が形成される、動脈監視セット。
【請求項１０】
　前記取っ手要素及び前記ハウジング要素が、多数の相互位置に配列可能であり、前記ハ
ウジング要素及び前記取っ手要素が、前記多数の相互位置の内の少なくとも１つにあると
きに、前記少なくとも１つの流体通路が、前記第１、第２及び第３のポートの内の少なく
とも１つの前記内部容積のフラッシングを可能にするために形成される、請求項９に記載
の動脈監視セット。
【請求項１１】
　前記活栓が、前記第１、第２及び第３のポートの内の少なくとも１つと関連する少なく
とも１つの弁を具備する、請求項１０に記載の動脈監視セット。
【請求項１２】
　前記弁が、エラストマ要素を包含し、前記ハウジング要素及び前記取っ手要素が、前記
多数の相互位置の内の別の位置にあるときに、前記少なくとも１つの流体通路は、前記エ
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ラストマ要素に流体流を供給するように形成されており、前記エラストマ要素は流体流を
密封するように機能できる、請求項１１に記載の動脈監視セット。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの流体通路が、前記取っ手要素のシャフト部分によって画定される
、請求項９から１２のいずれか１項に記載の動脈監視セット。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの流体通路が、前記取っ手要素の周縁面に形成された少なくとも１
つの凹部によって画定される、請求項９から１３のいずれか１項に記載の動脈監視セット
。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのポートの内の少なくとも１つを分岐させる、別の流体流ガイドを
更に具備する、請求項９から１４のいずれか１項に記載の動脈監視セット。
【請求項１６】
　前記ハウジング要素が、前記中心孔内に配置される側面凹部を包含する、請求項９から
１５のいずれか１項に記載の活栓。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に活栓、より詳しくは清掃可能な活栓に関する。
【背景技術】
【０００２】
　次の文献、すなわち、特許文献１、特許文献２と特許文献３、及び特許文献４は、現在
の技術状態を表すと信じられる。
【０００３】
【特許文献１】米国特許第５，５４９，６５１号明細書
【特許文献２】米国再発行特許発明第３７，３５７号明細書
【特許文献３】米国再発行特許発明第６，２３８，３７２号明細書
【特許文献４】米国特許出願公開第２００４／０２１０１６２号明細書
【特許文献５】米国特許第６，６５１，９５６号明細書
【特許文献６】米国特許第６，０８９，５４１号明細書
【特許文献７】米国特許第６，０３６，１７１号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、改良された清掃可能な活栓を提供することを追求する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　したがって、本発明の好適な実施形態に従って、中心孔及び少なくとも第１、第２及び
第３のポートを画定するハウジング要素と、ハウジング要素に対し選択可能に位置決め可
能な取っ手要素と、少なくとも第１、第２及び第３のポートの内の少なくとも２つの間で
連通する少なくとも１つの流体通路であって、前記少なくとも１つの流体通路が、ハウジ
ング要素及び取っ手要素の内の少なくとも１つによって選択可能に画定され、内部容積が
フラッシュされるポートを介しては全く流れない流体流によって、第１、第２及び第３の
ポートの内の少なくとも１つの内部容積のフラッシングを可能にするために形成される少
なくとも１つの流体通路と、少なくとも１つの流体通路に関連する流体流ガイドであって
、半径方向に中心孔の内面壁まで延在し且つ少なくとも１つの流体通路を部分的に分岐さ
せる、流体流ガイドと、を含む活栓が提供される。少なくとも１つの流体通路は、流体流
によって、第１、第２及び第３のポートの内の少なくとも１つの内部容積のフラッシング
が可能であるように形成されており、流体流は、内部容積がフラッシュされるポートを介
しては流出しない。
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【０００６】
　好ましくは、取っ手要素及びハウジング要素は、多数の相互位置に配列可能であり、こ
の場合、ハウジング要素及び取っ手要素が多数の相互位置の内の少なくとも１つにあると
き、少なくとも１つの流体通路は、第１、第２及び第３のポートの内の少なくとも１つの
内部容積のフラッシングを可能にするために形成される。
【０００７】
　好ましくは、活栓はまた、第１、第２及び第３のポートの内の少なくとも１つと関連す
る少なくとも１つの弁を含む。さらに、弁はエラストマ要素を含み、少なくとも１つの流
体通路が、ハウジング要素及び取っ手要素が多数の相互位置の内の他の位置にあるとき、
エラストマ要素に流体流を供給するように形成されており、エラストマ要素は流体流を密
封するように機能できる。
【０００８】
　さらに、少なくとも１つの流体通路が、取っ手要素のシャフト部分によって画定される
。
【００１０】
　好ましくは、少なくとも１つの流体通路は、取っ手要素の周縁面に形成される少なくと
も１つの凹部によって画定される。
【００１１】
　少なくとも１つのポートの内の少なくとも１つを分岐させる、別の流体流ガイドを更に
具備する。
【００１２】
　好ましくは、ハウジング要素は、ハウジング要素の中心孔内に配置された側面凹部を包
含する。
【００１３】
　本発明の別の好適な実施形態に従って、動脈監視セットにおいて、動脈線の第１端部で
圧力下の液体源に、動脈線の第２端部で患者の動脈に接続されるようになっている動脈線
と、動脈線内の液体圧力を感知するための動脈線に沿って配置される圧力変換器と、前記
動脈線に沿って配置される活栓とを包含し、前記活栓が、中心孔及び少なくとも第１、第
２及び第３のポートを画定するハウジング要素と、ハウジング要素に対し選択可能に位置
決め可能な取っ手要素と、少なくとも第１、第２及び第３のポートの内の少なくとも２つ
の間で連通する少なくとも１つの流体通路と、少なくとも１つの流体通路に関連する流体
流ガイドであって、半径方向に中心孔の内面壁まで延在し且つ少なくとも１つの流体通路
を部分的に分岐させる、流体流ガイドと、を包含し、前記少なくとも１つの流体通路は、
ハウジング要素及び取っ手要素の内の少なくとも１つによって選択可能に画定され、動脈
線を介して前記患者に流れる流体流によって、第１、第２及び第３のポートの内の少なく
とも１つの内部容積のフラッシングを可能にするために形成される、動脈監視セットがま
た提供される。
【００１４】
　好ましくは、取っ手要素及びハウジング要素は、多数の相互位置に配列可能であり、ハ
ウジング要素及び取っ手要素が、多数の相互位置の内の少なくとも１つにあるときに、少
なくとも１つの流体通路は、第１、第２及び第３のポートの内の少なくとも１つの内部容
積のフラッシングを可能にするために形成される。
【００１５】
　好ましくは、活栓は、第１、第２及び第３のポートの内の少なくとも１つと関連する少
なくとも１つの弁を包含する。さらに、弁がエラストマ要素を包含し、少なくとも１つの
流体通路が、ハウジング要素及び取っ手要素が、多数の相互位置の内の別の位置にあると
きに、エラストマ要素に流体流を供給するように形成されており、エラストマ要素は流体
流を密封するように機能できる。
【００１６】
　好ましくは、少なくとも１つの流体通路は、取っ手要素のシャフト部分によって画定さ
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れる。
【００１８】
　好ましくは、少なくとも１つの流体通路は、取っ手要素の周縁面に形成される少なくと
も１つの凹部によって画定される。
【００２０】
　好ましくは、少なくとも１つのポートの内の少なくとも１つを分岐させる、別の流体流
ガイドを更に具備する。代替として又は追加として、ハウジング要素は、ハウジング要素
の中心孔内に配置された側面凹部を包含する。
【００２４】
　本発明は、図面に関連して行われる次の詳細な説明からより完全に理解かつ認識される
であろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　本発明の好適な実施形態に従って構成されかつ動作する活栓の組立分解図である図１を
参照する。図１に見られるように、活栓は、参照番号１４、１６及び１８によってそれぞ
れ示される主管状部１２と３つの側面ポートとを含むハウジング要素１０を具備する。取
っ手要素２０は、ハウジング要素１０の主管状部１２内に位置付けられて配列される。一
般的なネジ付きプラグ２３は、側面ポート１６に接続されるようになっている。
【００２６】
　ハウジング要素１０の絵画図である図２と図３、及びハウジング要素１０の断面図であ
る図４Ａと図４Ｂをさらに参照する。図１～図４Ｂに見られるように、ハウジング要素１
０の管状部１２は、概ね円筒状であり、軸線２２を中心に配列され、軸線から異なる方向
に延在し、一般的に軸線２２を中心に90度で分離される側面ポート１４、１６及び１８を
有する。ポート１４は、好ましくはルエル標準ＩＳＯ５９４－１に適合する雄ポートであ
ることが好ましく、一方、ポート１６と１８は、好ましくはルエル標準ＩＳＯ５９４－１
に適合する雌ポートであることが好ましい。ポート１４、１６及び１８と関連して、従来
のプラグ、ナット及びカバーを使用してもよい。特に、図１～図３に見られるように、ポ
ート１６と密閉係合するように配列されるネジ付きプラグ２３が示されている。管状部分
１２は、周方向アンダカット２６で形成される僅かに円錐形の形態を有する中心孔２４を
包含する。ポート１６は内部容積２５を画定する。
【００２７】
　取っ手要素２０を示す図５Ａ～図８Ｂを参照する。図５Ａ～図８Ｂに見られるように、
取っ手要素は、頂部３２と一体形成されるシャフト部分３０を含み、指状の係合可能な突
出部３４が頂部３２から延伸している。取っ手要素の頂部のその他のどのような適切で一
般的な形態を代替として使用してもよいことが認識される。
【００２８】
　シャフト部分３０は、シャフト軸線４２を中心に概ね対称であり、3～4度の（特に図６
Ａに見られるような）角度αを一般的に有する僅かに円錐形の外面４４を有し、それは、
シャフト部分との回転可能な密閉係合のための中心孔２４の僅かに円錐形の外形に対応す
る。特に、図８Ａと図８Ｂに見られるように、シャフト部分３０は、一般的に相互に密閉
される頂部及び底部の円筒状凹部４６と４８とで形成され、これらの凹部は仕切り５０に
よって密閉して分離される。
【００２９】
　概ね凹部４６と４８との間に配置され凹部４６と４８とから密閉される、部分的に周縁
に延在する凹部５２は、ハウジング要素１０に対する取っ手要素２０の回転方向に依存す
る、側面ポート１４、１６と１８の内の選択可能な側面ポートの間で、選択可能に流体流
の通路を画定する。好ましくは半径方向に延在し、部分的に凹部５２を分岐させる流体流
ガイド５４は、取っ手要素２０が適切に位置決めされたときに、ポート１６の内部容積２
５のフラッシングのために、凹部５２によって画定される通路を介して、ポート１４と１
８の間の液体の流れを内部容積２５に向ける。流体流ガイド５４の半径方向に外向きの縁
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部５６は、凹状の外形を備えて形成される。
【００３０】
　５つの動作方向における、図１の活栓の単純化した絵画図である図９Ａ、図９Ｂ、図９
Ｃ、図９Ｄ及び図９Ｅと、図９Ａ、図９Ｂ、図９Ｃ、図９Ｄ及び図９Ｅのそれぞれの活栓
の断面図である図１０Ａ、図１０Ｂ、図１０Ｃ、図１０Ｄ及び図１０Ｅとを参照する。
【００３１】
　図９Ａと図１０Ａは、ポート１６がネジ付きプラグ２３によって密閉されるときの、図
１の活栓の第１動作位置を示している。使用者は一般的に、ＩＶセットのような加圧流体
源をポート１８に接続し、液体は、矢印６０で示されるように、ポート１８と部分的に周
縁に延在する凹部５２とを介し、流体流ガイド５４の凹状縁部５６を通過し、ポート１４
を経由して患者に流れる。
【００３２】
　図９Ｂと図１０Ｂは、患者から血液又は他の流体を抜き取るために、一般的に使用され
る図１の活栓の第２動作位置を示している。使用者は一般的に、注射器（示されていない
）をポート１６に接続し、矢印６２で示されるように、患者からポート１４と部分的に周
縁に延在する凹部５２とを介し、ポート１６を通して注射器に血液を抜き取る。ポート１
８が閉鎖しているときに、矢印６２で示された方向と反対の流れ方向で医薬品を患者に供
給するために、この動作位置をまた使用してもよいことが認識される。
【００３３】
　図９Ｃと図１０Ｃは、ポート１６が二次管路（示されていない）に開口しているか又は
接続されているときに、医薬品を患者に供給するために一般的に使用される、図１の活栓
の第３動作位置を示している。二次管路が医薬品の供給源でもよい。医薬品は、矢印６３
で示されるように、ポート１６と部分的に周縁に延在する凹部５２とを介して、ポート１
６を通って患者に流れる。同時に、液体は、矢印６４で示されるように、ポート１８と部
分的に周縁に延在する凹部５２とを経由し、流体流ガイド５４を回って、ポート１６の内
部容積２５の中に僅かに入り、ポート１４を経由して患者に流れる。
【００３４】
　図９Ｄと図１０Ｄは、ポート１６がネジ付きプラグ２３によって密閉されるときに、ポ
ート１８からポート１４へ液体を患者に供給するために一般的に使用される、図１の活栓
の第４動作位置を示している。液体は、矢印６６で示されるように、ポート１８と部分的
に周縁に延在する凹部５２とを経由し、流体流ガイド５４を回って、ポート１６の内部容
積２５の中に入り、内部容積から残留液体をフラッシングし、ポート１４を経由して患者
に流れる。
【００３５】
　本発明の特徴は、流体流ガイド５４の提供により、ポート１６の内部容積２５に留まる
残余の液体の存在の問題が概ね克服されることである。このことは、様々な治療状態で重
要である。例えば血液がポート１６を介して患者から抜き取られるときに、ポート１６の
内部容積２５に留まる残余の血液がある。この血液は、ある時間の間内部容積２５に残っ
た場合に、凝固し、従って患者に供給されると危険となる可能性がある。さらに、凝固し
た血液は、ポート１６を介して延在する液体通路を塞ぐことがあるだろう。残留する血液
の結果として、様々な感染がおそらく生じることがあるだろう。
【００３６】
　この特徴はまた、医薬品がポート１６を介して患者に供給される場合に有用である。医
薬品の一部がポート１６の内部容積２５に留まると、患者が受け取る医薬品の投与量は、
容易に確かめることができない量だけ、意図する投与量よりも少なくなる。さらに、この
残余の医薬品は、活栓の引き続く使用の間、患者に不注意で供給されるかもしれず、この
ことは、患者に害を及ぼすこととなるであろう。
【００３７】
　本発明は、内部容積２５から血液又は医薬品のような液体を自動的にフラッシングし、
一般的に、余分な注射器の使用を必要とすること、ネジ付きプラグ２３の操作、及び汚染
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の機会を増大するであろう医療セットを雰囲気中に開放することなしに、液体を患者に戻
すことを可能にする。
【００３８】
　図９Ｅと図１０Ｅは、ポート１６が雰囲気中に開放される時に、活栓の上流のＩＶセッ
トをフラッシングするために使用可能な図１の活栓の第５動作位置を示している。液体は
、矢印６８で示されるように、ポート１８を経由し、流体流ガイド５４を回って、部分的
に周縁に延在する凹部５２を介し、ポート１６を経由して雰囲気中に流れる。代替として
、例えば圧力バッグ内の液体を混合することが望ましい場合に、側面ポート１６を経由し
、ポート１８を介して矢印６８と反対の方向に液体を押圧するために、この動作位置を使
用してもよい。
【００３９】
　本発明の好適な実施形態に従って構成されかつ動作する活栓の組立分解図である図１１
を参照する。図１１に見られるように、活栓は、主管状部１１２と、参照番号１１４、１
１６及び１１８によってそれぞれ示される３つの側面ポートとを包含するハウジング要素
１１０を備える。取っ手要素１２０は、ハウジング要素１１０の主管状部分１１２内に設
置されるように配列される。
【００４０】
　ハウジング要素１１０の絵画図である図１２と図１３、及びハウジング要素１１０の断
面図である図１４Ａと図１４Ｂをさらに参照する。図１１～図１４Ｂに見られるように、
ハウジング要素１１０の管状部分１１２は、概ね円筒状であり、軸線１２２を中心に配列
され、軸線１２２を中心に一般的に90度の角度で分離される、互いに異なる方向に延在す
る側面ポート１１４、１１６及び１１８を有する。ポート１１４は、好ましくはルエル標
準ＩＳＯ５９４－１に適合する雄ポートであることが好ましく、一方、ポート１１６は、
雄ルエルを受容するように形成されるノーマルクローズの清掃可能な弁を組み込み、ポー
ト１１８は、好ましくはルエル標準ＩＳＯ５９４－１に適合する雌ポートであることが好
ましい。ポート１１４と１１８とに関連して、従来のプラグ、ナット及びカバーを使用し
てもよい。
【００４１】
　ハウジング要素１１０のポート１１６は、ハウジング要素１１０に溶接されるか、さも
なければ固定されるキャップ１２４によって所定の場所に保持されるエラストマ要素１２
３を使用する弁を包含する。エラストマ要素１２３及びキャップ１２４は、サンペテルブ
ルグ、フロリダ、米国のハルキー・ロバーツ株式会社（Halkey-Roberts Corporation）か
ら商業的に入手可能であり、特許文献５、特許文献６及び特許文献７の１つ以上に記載さ
れており、それらの開示は参照によって本出願に組み込まれている。代替として、ベクト
ン・ディキンソン、カーディナル、メデゲン及びフィルタテク（Becton-Dickinson, Card
inal，Medegen and Filtertek）のような他のソースから商業的に入手可能な弁及び弁要
素を使用してもよい。
【００４２】
　管状部分１１２は、周方向アンダカット１２６で形成される僅かに円錐形の外形を有す
る中心孔１２５を包含する。ポート１１６は内部容積１２７を画定する。
【００４３】
　取っ手要素１２０を示す図１５Ａ～図１８Ｂを参照する。図１５Ａ～図１８Ｂに見られ
るように、取っ手要素は、頂部１３２と一体形成されるシャフト部分１３０を包含し、指
状の係合可能な突出部１３４が頂部１３２から延伸する。取っ手要素の頂部のその他のい
かなる適切な一般的な外形が代替として使用されてもよいことが認識される。
【００４４】
　シャフト部分１３０は、シャフト軸線１４２を中心に概ね対称であり、3～4度の（特に
図１６Ａに見られるような）角度αを一般的に有する僅かに円錐形の外面１４４を有し、
それは、シャフト部分との回転可能な密閉係合のための中心孔１２５の僅かに円錐形の外
形に対応する。特に、図１８Ａと図１８Ｂに見られるように、シャフト部分１３０は、一
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般的に、相互に密閉される頂部及び底部の円筒状凹部１４６と１４８で形成され、これら
の凹部は仕切り１５０によって密閉して分離される。
【００４５】
　概ね凹部１４６と１４８との間に配置され凹部１４６と１４８から密閉される、部分的
に周縁に延在する凹部１５２は、ハウジング要素１１０に対する取っ手要素１２０の回転
方向に依存する、側面ポート１１４、１１６と１１８の内の選択可能な側面ポートの間で
、選択可能に流体流通路を画定する。好ましくは半径方向に延在し、部分的に凹部１５２
を分岐させる流体流ガイド１５４は、取っ手要素１２０が適切に位置決めされたときに、
ポート１１６の内部容積１２７のフラッシングのために、凹部１５２によって画定される
通路を介してポート１１４と１１８の間の液体の流れを内部容積１２７に向ける。流体流
ガイド１５４の半径方向に外向きの縁部１５６は、凹状の外形を備えて形成される。
【００４６】
　４つの動作方向における図１１の活栓の単純化した絵画図である図１９Ａ、図１９Ｂ、
図１９Ｃ及び図１９Ｄと、図１９Ａ、図１９Ｂ、図１９Ｃ及び図１９Ｄのそれぞれの活栓
の断面図である図２０Ａ、図２０Ｂ、図２０Ｃ及び図２０Ｄとを参照する。
【００４７】
　図１９Ａと図２０Ａは、図１１の活栓の第１動作位置を示している。使用者は一般的に
、ＩＶセットのような加圧流体源をポート１１８に接続し、液体は、矢印１６０で示され
るように、ポート１１８と部分的に周縁に延在する凹部１５２とを介し、流体流ガイド１
５４の凹状縁部１５６を通過し、ポート１１４を経由して患者に流れる。
【００４８】
　図１９Ｂと図２０Ｂは、患者から血液又は他の流体を抜き取るために、一般的に使用さ
れる図１１の活栓の第２動作位置を示している。使用者は一般的に、注射器をポート１１
６に接続し、矢印１６２で示されるように、患者からポート１１４と部分的に周縁に延在
する凹部１５２とを介し、ポート１１６を通して注射器に血液を抜き取る。ポート１１８
が閉鎖しているときに、矢印１６２で示された方向と反対の流れ方向で医薬品を患者に供
給するために、この動作位置をまた使用してもよいことが認識される。
【００４９】
　図１９Ｃと図２０Ｃは、ポート１１８からポート１１４へ液体を患者に供給するために
一般的に使用される、図１の活栓の第３動作位置を示している。液体は、矢印１６４で示
されるように、ポート１１８と部分的に周縁に延在する凹部１５２とを経由し、流体流ガ
イド１５４を回って、ポート１１６の内部容積１２７ならびにエラストマ要素１２３の内
部容積１６６の中に入り、それらの内部容積から残留液をフラッシングし、ポート１１４
を経由して患者に流れる。
【００５０】
　本発明の特徴は、流体流ガイド１５４の提供により、ポート１１６の内部容積１２７な
らびにエラストマ要素１２３の内部容積１６６に留まる残余の液体の存在の問題が、概ね
克服されることである。このことは、様々な治療状態で重要である。例えば血液がポート
１１６を介して患者から抜き取られるときに、ポート１１６の内部容積１２７とエラスト
マ要素１２３の内部容積１６６とに留まる残余の血液がある。この血液は、ある時間の間
内部容積１２７と１６６とに残った場合に、凝固し、従って、患者に供給されると危険と
なる可能性がある。さらに、凝固した血液は、ポート１１６を介して延在する液体通路を
塞ぐことがあるだろう。残留する血液の結果として、様々な感染がおそらく生じることが
あるだろう。
【００５１】
　この特徴はまた、医薬品がポート１１６を介して患者に供給される場合に有用である。
医薬品の一部がエラストマ要素１２３のポート１１６と１６６の内部容積１２７に留まる
と、患者が受け取る医薬品の投与量は、容易に確かめることができない量だけ、意図する
投与量よりも少なくなる。さらに、この残余の医薬品は、活栓の引き続く使用の間、患者
に不注意で供給されるかもしれず、このことは、患者に害を及ぼすこととなるであろう。
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【００５２】
　本発明は、内部容積１２７と１６６から血液又は医薬品のような液体を自動的にフラッ
シングし、一般的に、余分な注射器の使用を必要とすること、及び医療セットを雰囲気中
に開放してこれにより汚染の機会を増大することなしに、液体を患者に戻すことを可能に
する。
【００５３】
　図１９Ｄと図２０Ｄは、ポート１１６が、弁のエラストマ要素１２３に注射器先端（示
されていない）のような雄ルエルコネクタを挿入することによって雰囲気中に開放される
ときに、活栓の上流のＩＶセットをフラッシングするために使用可能な、図１１の活栓の
第４動作位置を示す。雄ルエルコネクタの挿入により、矢印１６５で示されるように、ポ
ート１１８からの液体は、流体流ガイド１５４を回り、部分的に周縁に延在する凹部１５
２を介し、ポート１１６のエラストマ要素１２３を経由して雄ルエルネクタに流れるよう
にされる。代替として、例えば圧力バッグ内の液体を混合することが望ましい場合に、側
面ポート１１６を経由し、ポート１１８を介して矢印１６５と反対の方向に液体を押圧す
るために、この動作位置を使用してもよい。
【００５４】
　本発明の好適な実施形態に従って構成されかつ動作する活栓の組立分解図である図２１
を参照する。図２１に見られるように、活栓は、主管状部２１２と、参照番号２１４、２
１６及び２１８によってそれぞれ示される３つの側面ポートとを包含するハウジング要素
２１０を備える。取っ手要素２２０は、ハウジング要素２１０の主管状部２１２内に設置
されるように配列される。
【００５５】
　ハウジング要素２１０の絵画図である図２２と図２３、及びハウジング要素２１０の断
面図である図２４Ａと図２４Ｂをさらに参照する。図２１～図２４Ｂに見られるように、
ハウジング要素２１０の管状部２１２は、概ね円筒状であり、軸線２２２を中心に配列さ
れ、軸線２２２を中心に一般的に90度の角度で分離される、互いに異なる方向に延在する
側面ポート２１４、２１６及び２１８を有する。ポート２１４は、好ましくはルエル標準
ＩＳＯ５９４－１に適合する雄ポートであることが好ましく、一方、ポート２１６は、雄
ルエルを受容するように形成されるノーマルクローズの清掃可能な弁を組み込み、ポート
２１８は、好ましくはルエル標準ＩＳＯ５９４－１に適合する雌ポートであることが好ま
しい。ポート２１４と２１８とに関連して、従来のプラグ、ナット及びカバーを使用して
もよい。
【００５６】
　ハウジング要素２１０のポート２１６は、ハウジング要素１１０に溶接されるか、さも
なければ固定されるキャップ２２４によって所定の場所に保持されるエラストマ要素２２
３を使用する弁を包含する。エラストマ要素１２３及びキャップ１２４は、サンペテルブ
ルグ、フロリダ、米国のハルキー・ロバーツ株式会社（Halkey-Roberts Corporation）か
ら商業的に入手可能であり、特許文献５、特許文献６及び特許文献７の１つ以上に記載さ
れており、それらの開示は参照によって本出願に組み込まれている。代替として、ベクト
ン・ディキンソン、カーディナル、メデゲン及びフィルタテク（Becton-Dickinson, Card
inal，Medegen and Filtertek）のような他のソースから商業的に入手可能な弁及び弁要
素を使用してもよい。
【００５７】
　管状部分２１２は、周方向アンダカット２２６で形成される僅かに円錐形の外形を有す
る中心孔２２５を包含する。ポート２１６は内部容積２２７を画定する。
【００５８】
　取っ手要素２２０を示す図２５Ａ～図２８Ｂを参照する。図２５Ａ～図２８Ｂに見られ
るように、取っ手要素は、頂部２３２と一体形成されるシャフト部分２３０を包含し、指
状の係合可能な突出部２３４が頂部２３２から延伸する。取っ手要素の頂部のその他のい
かなる適切な一般的な外形が代替として使用されてもよいことが認識される。
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【００５９】
　シャフト部分２３０は、シャフト軸線２４２を中心に概ね対称であり、3～4度の（特に
図２６Ａに見られるような）角度αを一般的に有する僅かに円錐形の外面２４４を有し、
それは、シャフト部分との回転可能な密閉係合のための中心孔２２５の僅かに円錐形の外
形に対応する。特に、図２８Ａと図２８Ｂに見られるように、シャフト部分２３０は、一
般的に、相互に密閉される頂部及び底部の円筒状凹部２４６と２４８で形成され、これら
の凹部は仕切り２５０によって密閉して分離される。
【００６０】
　概ね凹部２４６と２４８との間に配置され凹部２４６と２４８から密閉される、部分的
に周縁に延在する凹部２５２は、ハウジング要素２１０に対する取っ手要素２２０の回転
方向に依存する、側面ポート２１４、２１６及び２１８の内の選択可能な側面ポートの間
で、選択可能に流体流通路を画定する。好ましくは半径方向に延在し、部分的に凹部２５
２を分岐させる流体流ガイド２５４は、取っ手要素２２０が適切に位置決めされたときに
、ポート２１６の内部容積２２７のフラッシングのために、凹部２５２によって画定され
る通路を介してポート２１４と２１８の間の液体の流れを内部容積２２７に向ける。流体
流ガイド２５４の半径方向に外向きの縁部２５６は、流体流ガイド２５４がポートの反対
側に配置されない場合に、流体流ガイドを通過する液体流を妨げるために適切な先細り外
形に形成される。
【００６１】
　４つの動作方向における図２１の活栓の単純化した絵画図である図２９Ａ、図２９Ｂ、
図２９Ｃ及び図２９Ｄと、図２９Ａ、図２９Ｂ、図２９Ｃ及び図２９Ｄのそれぞれの活栓
の断面図である図３０Ａ、図３０Ｂ、図３０Ｃ及び図３０Ｄとを参照する。
【００６２】
　図２９Ａと図３０Ａは、図２１の活栓の第１動作位置を示している。見られるように、
ポートのいずれの間にも流体連通はない。液体は、ポート２１８からポート２１４に流れ
ないが、この理由は、流体流ガイド２５４の縁部２５６が、ハウジング要素２１０の孔２
２５の内部対面壁２５７と密閉係合し、液体がこの流体流ガイドによって遮断されるから
である。すべての３つのポートを閉鎖するために、この方向を利用してもよい。
【００６３】
　活栓を介する全ての液体の流れを妨げることが望ましい場合に、図２９Ａと図３０Ａに
示した動作方向を有利に使用してもよい。現在使用されている手順は、取っ手をポートの
１つから45度の角度で慎重に配置することを必要とする。このような手順は、信頼性に欠
け、また手術の中心にいる医者又は看護婦であるかもしれない操作者の、慎重な注意を必
要とする。
【００６４】
　図２９Ｂと図３０Ｂは、患者から血液又は他の流体を抜き取るために、一般的に使用さ
れる図２１の活栓の第２動作位置を示している。使用者は一般的に、注射器をポート２１
６に接続し、矢印２６２で示されるように、患者からポート２１４と部分的に周縁に延在
する凹部２５２とを介して、ポート２１６を通って注射器に血液を抜き取る。ポート２１
８が閉鎖しているときに、矢印２６２で示された方向と反対の流れ方向で医薬品を患者に
供給するために、この動作位置をまた使用してもよいことが認識される。
【００６５】
　図２９Ｃと図３０Ｃは、ポート２１８からポート２１４へ液体を患者に供給するために
一般的に使用される、図１の活栓の第３動作位置を示している。液体は、矢印２６４で示
されるように、ポート２１８と部分的に周縁に延在する凹部２５２とを経由し、流体流ガ
イド２５４を回って、ポート２１６の内部容積２２７ならびにエラストマ要素２２３の内
部容積２６６の中に入り、それらの内部容積から残留液をフラッシングし、ポート２１４
を経由して患者に流れる。
【００６６】
　本発明の特徴は、流体流ガイド２５４の提供により、ポート２１６の内部容積２２７な
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らびにエラストマ要素２２３の内部容積２６６に留まる残余の液体の存在の問題が、概ね
克服されることである。このことは、様々な治療状態で重要である。例えば血液がポート
２１６を介して患者から抜き取られるときに、ポート２１６の内部容積２２７とエラスト
マ要素２２３の内部容積２６６とに留まる残余の血液がある。この血液は、ある時間の間
内部容積２２７と２６６に残った場合に、凝固し、従って、患者に供給されると危険とな
る可能性がある。さらに、凝固した血液は、ポート２１６を介して延在する液体通路を塞
ぐことがあるだろう。残留する血液の結果として、様々な感染がおそらく生じることがあ
るだろう。
【００６７】
　この特徴はまた、医薬品がポート２１６を介して患者に供給される場合に有用である。
医薬品の一部がエラストマ要素２２３のポート２１６と２６６の内部容積２２７に留まる
と、患者が受け取る医薬品の投与量は、容易に確かめることができない量だけ、意図する
投与量よりも少なくなる。さらに、この残余の医薬品は、活栓の引き続き使用の間、患者
に不注意で供給されるかもしれず、このことは、患者に害を及ぼすこととなるであろう。
【００６８】
　本発明は、内部容積２２７と２６６から血液又は医薬品のような液体を自動的にフラッ
シングし、一般的に、余分な注射器の使用を必要とすること、及び医療セットを雰囲気中
に開放してこれにより汚染の機会を増大することなしに、液体を患者に戻すことを可能に
する。
【００６９】
　図２９Ｄと図３０Ｄは、ポート２１６が、弁のエラストマ要素２２３に注射器先端（示
されていない）のような雄ルエルコネクタの挿入することによって雰囲気中に開放される
ときに、活栓の上流のＩＶセットをフラッシングするために使用可能な、図２１の活栓の
第４動作位置を示す。雄ルエルコネクタの挿入により、矢印２６５で示されるように、ポ
ート２１８からの液体は、流体流ガイド２５４を回って、部分的に周縁に延在する凹部２
５２を介し、ポート２１６のエラストマ要素２２３を経由して雄ルエルネクタに流れるよ
うにされる。代替として、圧力バッグ内の液体を混合するような用途のために、側面ポー
ト２１６を経由し、ポート１８を介して矢印２６５と反対の方向に液体を押圧するために
、この動作位置を使用してもよい。
【００７０】
　本発明の好適な実施形態に従って構成されかつ動作する活栓の組立分解図である図３１
を参照する。図３１に見られるように、活栓は、主管状部３１２と、参照番号３１４、３
１６及び３１８によってそれぞれ示される３つの側面ポートとを包含するハウジング要素
３１０を備える。取っ手要素３２０は、ハウジング要素３１０の主管状部３１２内に設置
されるように配列される。
【００７１】
　ハウジング要素３１０の絵画図である図３２と図３３、及びハウジング要素３１０の断
面図である図３４Ａと図３４Ｂをさらに参照する。図３１～図３４Ｂに見られるように、
ハウジング要素３１０の管状部３１２は、概ね円筒状であり、軸線３２２を中心に配列さ
れ、軸線３２２を中心に一般的に90度の角度で分離される、互いに異なる方向に延在する
側面ポート３１４、３１６及び３１８を有する。ポート３１４は、好ましくはルエル標準
ＩＳＯ５９４－１に適合する雄ポートであることが好ましく、一方、ポート３１６は、雄
ルエルを受容するように形成されるノーマルクローズの清掃可能な弁を組み込み、ポート
３１８は、好ましくはルエル標準ＩＳＯ５９４－１に適合する雌ポートであることが好ま
しい。ポート３１４と３１８とに関連して、従来のプラグ、ナット及びカバーを使用して
もよい。
【００７２】
　ハウジング要素３１０のポート３１６は、ハウジング要素３１０に溶接されるか、さも
なければ固定されるキャップ３２４によって所定の場所に保持されるエラストマ要素３２
３を使用する弁を包含する。エラストマ要素３２３及びキャップ３２４は、サンペテルブ
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ルグ、フロリダ、米国のハルキー・ロバーツ株式会社（Halkey-Roberts Corporation）か
ら商業的に入手可能であり、特許文献５、特許文献６及び特許文献７の１つ以上に記載さ
れており、それらの開示は参照によって本出願に組み込まれている。代替として、ベクト
ン・ディキンソン、カーディナル、メデゲン及びフィルタテク（Becton-Dickinson, Card
inal，Medegen and Filtertek）のような他のソースから商業的に入手可能な弁及び弁要
素を使用してもよい。
【００７３】
　管状部分３１２は、周方向アンダカット３２６で形成される僅かに円錐形の外形を有す
る中心孔３２５を包含する。本実施形態において、側面凹部３２７は、ポート３１６の反
対側の孔３２５の壁部に形成される。ポート３１６は内部容積３２８を画定する。
【００７４】
　取っ手要素３２０を示す図３５Ａ～図３８Ｂを参照する。図３５Ａ～図３８Ｂに見られ
るように、取っ手要素は、頂部３３２と一体形成されるシャフト部分３３０を包含し、指
状の係合可能な突出部３３４が頂部３３２から延伸する。取っ手要素の頂部のその他のい
かなる適切な一般的な外形が代替として使用されてもよいことが認識される。
【００７５】
　シャフト部分３３０は、シャフト軸線３４２を中心に概ね対称であり、3～4度の（特に
図３６Ａに見られるような）角度αを一般的に有する僅かに円錐形の外面３４４を有し、
それは、シャフト部分との回転可能な密閉係合のための中心孔３２５の僅かに円錐形の外
形に対応する。特に、図３８Ａと図３８Ｂに見られるように、シャフト部分３３０は、一
般的に、相互に密閉される頂部及び底部の円筒状凹部３４６と３４８で形成され、これら
の凹部は仕切り３５０によって密閉して分離される。
【００７６】
　部分的に周縁に延在する凹部３５２は、概ね凹部３４６と３４８との間に配置され凹部
３４６と３４８から密閉される。好ましくは半径方向に延在し、部分的に凹部３５２を分
岐させる流体流ガイド３５４は、取っ手要素３２０が適切に位置決めされたときに、ポー
ト３１６の内部容積３２８のフラッシングのために、凹部３５２によって画定される通路
を介してポート３１４と３１８の間の液体の流れを内部容積３２８に向ける。流体流ガイ
ド３５４の厚さは、側面凹部３２７の周方向長さよりもほぼ短い。流体流ガイド３５４の
半径方向に外向きの縁部３５６は、流体流ガイド３５４がポートの反対側に配置されない
場合に、流体流ガイドを通過する液体流を妨げるために適切な先細り外形に形成される。
【００７７】
　４つの動作方向における図３１の活栓の単純化した絵画図である図３９Ａ、図３９Ｂ、
図３９Ｃ及び図３９Ｄと、図３９Ａ、図３９Ｂ、図３９Ｃ及び図３９Ｄのそれぞれの活栓
の断面図である図４０Ａ、図４０Ｂ、図４０Ｃ及び図４０Ｄとを参照する。
【００７８】
　図３９Ａと図４０Ａは、図３１の活栓の第１動作位置を示している。使用者は一般的に
、ＩＶセットのような加圧流体源をポート３１８に接続し、液体は、矢印６０で示される
ように、ポート３１８から、流体流ガイド３５４を回って、側面凹部３２７を介してポー
ト３１４に流れる。
【００７９】
　図３９Ｂと図４０Ｂは、患者から血液又は他の流体を抜き取るために、一般的に使用さ
れる図３１の活栓の第２動作位置を示している。使用者は一般的に、注射器をポート３１
６に接続し、矢印３６２で示されるように、患者からポート３１４と部分的に周縁に延在
する凹部３５２とを介し、ポート３１６を通して注射器に血液を抜き取る。ポート３１８
が閉鎖しているときに、矢印３６２で示された方向と反対の流れ方向で医薬品を患者に供
給するために、この動作位置をまた使用してもよいことが認識される。
【００８０】
　図３９Ｃと図４０Ｃは、ポート３１８からポート３１４へ液体を患者に供給するために
一般的に使用される、図３１の活栓の第３動作位置を示している。液体は、矢印３６４で
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示されるように、ポート３１８と部分的に周縁に延在する凹部３５２とを経由し、流体流
ガイド３５４を回って、ポート３１６の内部容積３２８ならびにエラストマ要素３２３の
内部容積３６６の中に入り、それらの内部容積から残留液をフラッシングし、ポート３１
４を経由して患者に流れる。
【００８１】
　本発明の特徴は、流体流ガイド３５４の提供により、ポート３１６の内部容積３２８な
らびにエラストマ要素３２３の内部容積３６６に留まる残余の液体の存在の問題が、概ね
克服されることである。このことは、様々な治療状態で重要である。例えば血液がポート
３１６を介して患者から抜き取られるときに、ポート３１６の内部容積３２８及びエラス
トマ要素３２３の内部容積３６６に留まる残余の血液がある。この血液は、ある時間の間
内部容積３２８と３６６に残った場合に、凝固し、従って、患者に供給されると危険とな
る可能性がある。さらに、凝固した血液は、ポート３１６を介して延在する液体通路を塞
ぐことがあるだろう。残留する血液の結果として、様々な感染がおそらく生じることがあ
るだろう。
【００８２】
　この特徴はまた、医薬品がポート３１６を介して患者に供給される場合に有用である。
医薬品の一部がポート３１６の内部容積３２８とエラストマ要素３２３の内部容積３６６
とに留まると、患者が受け取る医薬品の投与量は、容易に確かめることができない量だけ
、意図する投与量よりも少なくなる。さらに、この残余の医薬品は、活栓の引き続く使用
の間、患者に不注意で供給されるかもしれず、このことは、患者に害を及ぼすこととなる
であろう。
【００８３】
　本発明は、内部容積３２８と３６６から血液又は医薬品のような液体を自動的にフラッ
シングし、一般的に、余分な注射器の使用を必要とすること、及び医療セットを雰囲気中
に開放してこれにより汚染の機会を増大することなしに、液体を患者に戻すことを可能に
する。
【００８４】
　図３９Ｄと図４０Ｄは、ポート３１６が、弁のエラストマ要素３２３に注射器先端（示
されていない）のような雄ルエルコネクタを挿入することによって雰囲気中に開放される
ときに、活栓の上流のＩＶセットをフラッシングするために使用可能な、図３１の活栓の
第４動作位置を示す。雄ルエルコネクタの挿入により、矢印３６５で示されるように、ポ
ート３１８からの液体は、流体流ガイド３５４を回り、部分的に周縁に延在する凹部３５
２を介し、ポート３１６のエラストマ要素３２３を経由して雄ルエルネクタに流れるよう
にされる。代替として、圧力バッグ内の液体を混合するような用途のために、側面ポート
３１６を経由し、ポート３１８を介して矢印３６５と反対の方向に液体を押圧するために
、この動作位置を使用可能してもよい。
【００８５】
　本発明の好適な実施形態に従って構成されかつ動作する活栓の組立分解図である図４１
を参照する。図４１に見られるように、活栓は、主管状部４１２と、参照番号４１４、４
１６及び４１８によってそれぞれ示される３つの側面ポートとを包含するハウジング要素
４１０を備える。取っ手要素４２０は、ハウジング要素４１０の主管状部４１２内に設置
されるように配列される。
【００８６】
　ハウジング要素４１０の絵画図である図４２と図４３、及びハウジング要素４１０の断
面図である図４４Ａと図４４Ｂをさらに参照する。図４１～図４４Ｂに見られるように、
ハウジング要素４１０の管状部４１２は、概ね円筒状であり、軸線４２２を中心に配列さ
れ、軸線４２２を中心に一般的に90度の角度で分離される、互いに異なる方向に延在する
側面ポート４１４、４１６と４１８を有する。ポート４１４は、好ましくはルエル標準Ｉ
ＳＯ５９４－１に適合する雄ポートであることが好ましく、一方、ポート４１６は、雄ル
エルを受容するように形成されるノーマルクローズの清掃可能な弁を組み込み、ポート４
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１８は、好ましくはルエル標準ＩＳＯ５９４－１に適合する雌ポートであることが好まし
い。ポート４１４と４１８とに関連して、従来のプラグ、ナット及びカバーを使用しても
よい。
【００８７】
　ハウジング要素４１０のポート４１６は、ハウジング要素４１０に溶接されるか、さも
なければ固定されるキャップ４２４によって所定の場所に保持されたエラストマ要素４２
３を使用する弁を包含する。エラストマ要素４２３及びキャップ４２４は、サンペテルブ
ルグ、フロリダ、米国のハルキー・ロバーツ株式会社（Halkey-Roberts Corporation）か
ら商業的に入手可能であり、特許文献５、特許文献６及び特許文献７の１つ以上に記載さ
れており、それらの開示は参照によって本出願に組み込まれている。代替として、ベクト
ン・ディキンソン、カーディナル、メデゲン及びフィルタテク（Becton-Dickinson, Card
inal，Medegen and Filtertek）のような他のソースから商業的に入手可能な弁及び弁要
素を使用してもよい。
【００８８】
　管状部分４１２は、周方向アンダカット４２６で形成される僅かに円錐形の外形を有す
る中心孔４２５を包含する。ポート４１６は内部容積４２７を画定する。
【００８９】
　取っ手要素４２０を示す図４５Ａ～図４８Ｂを参照する。図４５Ａ～図４８Ｂに見られ
るように、取っ手要素は、頂部４３２と一体形成されるシャフト部分４３０を包含し、指
状の係合可能な突出部４３４が頂部４３２から延伸する。取っ手要素の頂部のその他のい
かなる適切な一般的な外形が代替として使用されてもよいことが認識される。
【００９０】
　シャフト部分４３０は、シャフト軸線４４２を中心に概ね対称であり、3～4度の（特に
図４６Ａに見られるような）角度αを一般的に有する僅かに円錐形の外面４４４を有し、
それは、シャフト部分との回転可能な密閉係合のための中心孔４２５の僅かに円錐形の外
形に対応する。特に、図４８Ａと図４８Ｂに見られるように、シャフト部分４３０は、一
般的に、相互に密閉される頂部及び底部の円筒状凹部４４６と４４８で形成され、これら
の凹部は仕切り４５０によって密閉して分離される。
【００９１】
　側部から側部に延在する孔４５２が、概ね凹部４４６と４４８との間に配置され凹部４
４６と４４８から密閉されていて、側面孔４５３が孔４５２に対し直角に延びて孔４５２
と連通する。孔４５２及び側面孔４５３は、孔４５２の両端部の間の流体連通が側面孔４
５３を経由して行われるように、流体流ガイド４５４によって分岐させられる。孔４５２
と４５３と流体流ガイド４５４とは、ハウジング要素４１０に対する取っ手要素４２０の
回転方向に依存する、側面ポート４１４、４１６及び４１８の選択可能な側面ポートの間
で流体流通路を画定する。流体流ガイド４５４は、取っ手要素４２０が適切に位置決めさ
れたときに、内部容積４２７のフラッシングのために、孔４５２と４５３を介してポート
４１６の内部容積４２７内に、ポート４１４と４１８の間の液体の流れを向ける。流体流
ガイド４５４の半径方向に外向きの縁部４５６は、流体流ガイド４５４が、図４５Ａに示
されるようなポートの反対側に配置されない場合に、流体流ガイドを通過する液体流を妨
げるために適切な先細り外形で形成されるが、代替として、外向きの縁部は、その他の多
くの形状を有してもよい。
【００９２】
　４つの動作方向における図４１の活栓の単純化した絵画図である図４９Ａ、図４９Ｂ、
図４９Ｃ及び図４９Ｄと、図４９Ａ、図４９Ｂ、図４９Ｃ及び図４９Ｄのそれぞれの活栓
の断面図である図５０Ａ、図５０Ｂ、図５０Ｃ及び図５０Ｄとを参照する。
【００９３】
　図４９Ａと図５０Ａは、図４１の活栓の第１動作位置を示している。見られるように、
ポートのいずれの間にも流体連通はない。液体は、ポート４１８からポート４１４に流れ
ないが、この理由は、流体流ガイド４５４の縁部４５６が、ハウジング要素４１０の孔４
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２５の内部対面壁４５７と密閉係合するからである。すべての３つのポートを閉鎖するた
めに、この方向を利用してもよい。
【００９４】
　活栓を介する全ての液体の流れを妨げることが望ましい場合に、図４９Ａと図５０Ａに
示した動作方向を有利に使用してもよい。現在使用されている手順は、取っ手をポートの
１つから45度の角度で慎重に配置することを必要とする。このような手順は信頼性に欠け
、また手術の中心にいる医者又は看護婦であるかもしれない操作者の、慎重な注意を必要
とする。
【００９５】
　図４９Ｂと図５０Ｂは、患者から血液又は他の流体を抜き取るために、一般的に使用さ
れる図４１の活栓の第２動作位置を示している。使用者は一般的に、注射器をポート４１
６に接続し、矢印４６２で示されるように、患者からポート４１４及び孔４５３と４５２
を介し、ポート４１６を通して注射器に血液を抜き取る。ポート４１８が閉鎖していると
きに、矢印４６２で示された方向と反対の流れ方向で医薬品を患者に供給するために、こ
の動作位置をまた使用してもよいことが認識される。
【００９６】
　図４９Ｃと図５０Ｃは、ポート４１８からポート４１４へ液体を患者に供給するために
一般的に使用される、図４１の活栓の第３動作位置を示している。液体は、矢印４６４で
示されるように、ポート４１８と孔４５３と４５２とを経由して、流体流ガイド４５４を
回って、ポート４１６の内部容積４２７ならびにエラストマ要素４２３の内部容積４６６
の中に入り、それらの内部容積から残留液をフラッシングし、ポート４１４を経由して患
者に流れる。
【００９７】
　本発明の特徴は、流体流ガイド４５４の提供により、ポート４１６の内部容積４２７な
らびにエラストマ要素４２３の内部容積４６６に留まる残余の液体の存在の問題が、概ね
克服されることである。このことは、様々な治療状態で重要である。例えば血液がポート
４１６を通して患者から抜き取られるときに、ポート４１６の内部容積４２７及びエラス
トマ要素４２３の内部容積４６６に留まる残余の血液がある。この血液は、ある時間の間
内部容積４２７と４６６とに残された場合に、凝固し、従って、患者に供給されると危険
となる可能性がある。さらに、凝固した血液は、ポート４１６を介して延在する液体通路
を塞ぐことがあるだろう。残留する血液の結果として、様々な感染がおそらく生じること
があるだろう。
【００９８】
　この特徴はまた、医薬品がポート４１６を通して患者に供給される場合に有用である。
医薬品の一部がポート４１６の内部容積４２７とエラストマ要素４２３の内部容積４６６
とに留まると、患者が受け取る医薬品の投与量は、容易に確かめることができない量だけ
、意図する投与量よりも少なくなる。さらに、この残余の医薬品は、活栓の引き続き使用
の間、患者に不注意で供給されるかもしれず、このことは、患者に害を及ぼすこととなる
であろう。
【００９９】
　本発明は、内部容積４２７と４６６から血液又は医薬品のような液体を自動的にフラッ
シングし、一般的に、余分な注射器の使用を必要とすること、及び医療セットを雰囲気中
に開放してこれにより汚染の機会を増大することなしに、液体を患者に戻すことを可能に
する。
【０１００】
　図４９Ｄと図５０Ｄは、ポート４１６が、弁のエラストマ要素４２３に注射器先端（示
されていない）のような雄ルエルコネクタの挿入することによって雰囲気中に開放される
ときに、活栓の上流のＩＶセットをフラッシングするために使用可能な、図４１の活栓の
第４動作位置を示す。雄ルエルコネクタの挿入により、矢印４６５で示されるように、ポ
ート４１８からの液体は、流体流ガイド４５４を回って、孔４５３と４５２を介し、ポー
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ト４１６のエラストマ要素４２３を経由して雄ルエルネクタに流れるようにされる。代替
として、圧力バッグ内の液体の混合のような用途のために、側面ポート４１６を経由し、
ポート４１８を介して矢印４６５と反対の方向に液体を押圧するために、この動作位置を
使用してもよい。
【０１０１】
　本発明の好適な実施形態に従って構成されかつ動作する活栓の組立分解図である図５１
を参照する。図５１に見られるように、活栓は、主管状部５１２と、参照番号５１４、５
１６と５１８によってそれぞれ示される３つの側面ポートとを包含するハウジング要素５
１０を備える。取っ手要素５２０は、ハウジング要素５１０の主管状部５１２内に設置さ
れるように配列される。
【０１０２】
　ハウジング要素５１０の絵画図である図５２と図５３、及びハウジング要素５１０の断
面図である図５４Ａと図５４Ｂをさらに参照する。図５１～図５４Ｂに見られるように、
ハウジング要素５１０の管状部５１２は、概ね円筒状であり、軸線５２２を中心に配列さ
れ、軸線５２２を中心に一般的に90度の角度で分離される、互いに異なる方向に延在する
側面ポート５１４、５１６と５１８を有する。ポート５１４は、好ましくはルエル標準Ｉ
ＳＯ５９４－１に適合する雄ポートであることが好ましく、一方、ポート５１６は、雄ル
エルを受容するように形成されるノーマルクローズの清掃可能な弁を組み込み、ポート５
１８は、好ましくはルエル標準ＩＳＯ５９４－１に適合する雌ポートであることが好まし
い。ポート５１４と５１８と関連して、従来のプラグ、ナット及びカバーを使用してもよ
い。
【０１０３】
　ハウジング要素５１０のポート５１６は、ハウジング要素５１０に溶接されるか、さも
なければ固定されるキャップ５２４によって所定の場所に保持されたエラストマ要素５２
３を使用する弁を包含する。エラストマ要素５２３及びキャップ５２４は、サンペテルブ
ルグ、フロリダ、米国のハルキー・ロバーツ株式会社（Halkey-Roberts Corporation）か
ら商業的に入手可能であり、特許文献５、特許文献６及び特許文献７の１つ以上に記載さ
れており、それらの開示は参照によって本出願に組み込まれている。代替として、ベクト
ン・ディキンソン、カーディナル、メデゲン及びフィルタテク（Becton-Dickinson, Card
inal，Medegen and Filtertek）のような他のソースから商業的に入手可能な弁及び弁要
素を使用してもよい。
【０１０４】
　管状部分５１２は、周方向アンダカット５２６で形成される僅かに円錐形の構造を有す
る中心孔５２５を包含する。孔５２５とエラストマ要素５２３との間で、ポート５１６は
流体流ガイド５２７によって分岐される。ポート５１６は内部容積５２８を画定する。
【０１０５】
　取っ手要素５２０を示す図５５Ａ～図５８Ｂを参照する。図５５Ａ～図５８Ｂに見られ
るように、取っ手要素は、頂部５３２と一体形成されるシャフト部分５３０を包含し、指
状の係合可能な突出部５３４が頂部５３２から延伸する。取っ手要素の頂部のその他のい
かなる適切な一般的な外形が代替として使用されてもよいことが認識される。
【０１０６】
　シャフト部分５３０は、シャフト軸線５４２を中心に概ね対称であり、3～4度の（特に
図５６Ａに見られるような）角度αを一般的に有する僅かに円錐形の外面５４４を有し、
それは、シャフト部分との回転可能な密閉係合のための中心孔５２５の僅かに円錐形の外
形に対応する。特に、図５８Ａ～図５８Ｂに見られるように、シャフト部分５３０は、一
般的に、相互に密閉される頂部及び底部の円筒状凹部５４６と５４８で形成され、これら
の凹部は仕切り５５０によって密閉して分離される。
【０１０７】
　概ね凹部５４６と５４８との間に配置され凹部５４６と５４８から密閉される、部分的
に周縁に延びる凹部５５２は、ハウジング要素５１０に対する取っ手要素５２０の回転方



(17) JP 5015778 B2 2012.8.29

10

20

30

40

50

向に依存する、側面ポート５１４、５１６と５１８の内の選択可能な側面ポートの間で、
選択可能に流体流通路を画定する。好ましくは半径方向に延在し、部分的に凹部５５２を
分岐させる流体流ガイド５５４は、取っ手要素５２０が適切に位置決めされたときに、ポ
ート５１６の内部容積５２８のフラッシングのために、凹部５５２によって画定される通
路を介して、ポート５１４と５１８の間の液体の流れを内部容積５２８に向ける。流体流
ガイド５５４の半径方向に外向きの縁部５５６は、流体流ガイド５５４が図５５Ａに示す
ようなポートの反対側に配置されない場合に、流体流ガイドを通過する液体流を妨げるた
めに適切な先細り外形で形成されるが、代替として、外向きの縁部が、その他の多くの形
状を有してもよい。
【０１０８】
　４つの動作方向における、図５１の活栓の単純化した絵画図である図５９Ａ、図５９Ｂ
、図５９Ｃ及び図５９Ｄと、図５９Ａ、図５９Ｂ、図５９Ｃ及び図５９Ｄのそれぞれの活
栓の断面図である図６０Ａ、図６０Ｂ、図６０Ｃ及び図６０Ｄとを参照する。
【０１０９】
　図５９Ａと図６０Ａは、図５１の活栓の第１動作位置を示している。見られるように、
ポートのいずれの間にも流体連通はない。液体は、ポート５１８からポート５１４に流れ
ないが、この理由は、流体流ガイド５５４の縁部５５６が、ハウジング要素５１０の孔５
２５の内部対面壁５５７と密閉係合し、液体がこの流体流ガイドによって遮断されるから
である。すべての３つのポートを閉鎖するために、この方向を利用してもよい。
【０１１０】
　活栓を介する全ての液体の流れを妨げることが望ましい場合に、図５９Ａと図６０Ａに
示した動作方向を有利に使用してもよい。現在使用されている手順は、取っ手をポートの
１つから45度の角度で慎重に配置することを必要とする。このような手順は、信頼性に欠
け、また手術の中心にいる医者又は看護婦であるかもしれない操作者の、慎重な注意を必
要とする。
【０１１１】
　図５９Ｂと図６０Ｂは、患者から血液又は他の流体を抜き取るために、一般的に使用さ
れる図５１の活栓の第２動作位置を示している。使用者は一般的に、注射器をポート５１
６に接続し、矢印５６２で示されるように、患者からポート５１４と部分的に周縁に延在
する凹部５５２とを介し、ポート５１６を通して注射器に血液を抜き取る。ポート５１８
が閉鎖しているときに、矢印５６２で示された方向と反対の流れ方向で医薬品を患者に供
給するために、この動作位置をまた使用してもよいことが認識される。
【０１１２】
　図５９Ｃと図６０Ｃは、ポート５１８からポート５１４へ液体を患者に供給するために
一般的に使用される、図５１の活栓の第３動作位置を示している。液体は、矢印５６４で
示されるように、ポート５１８と部分的に周縁に延在する凹部５５２とを経由し、流体流
ガイド５５４と５２７に沿って、またポート５１６の内部容積５２８ならびにエラストマ
要素５２３の内部容積５６６の中に入り、それらの内部容積から残留液をフラッシングし
、ポート５１４を経由して患者に流れる。
【０１１３】
　本発明の特徴は、流体流ガイド５５４と５２７の提供により、ポート５１６の内部容積
５２８ならびにエラストマ要素５２３の内部容積５６６に留まる残余の液体の存在の問題
が、概ね克服されることである。このことは、様々な治療状態で重要である。例えば血液
がポート５１６を通して患者から抜き取られるときに、ポート５１６の内部容積５２８及
びエラストマ要素５２３の内部容積５６６に留まる残余の血液がある。この血液は、ある
時間の間内部容積５２８と５６６に残った場合に、凝固し、従って、患者に供給されると
危険となる可能性がある。さらに、凝固した血液は、ポート５１６を介して延在する液体
通路を塞ぐことがあるだろう。残留する血液の結果として、様々な感染がおそらく生じる
ことがあるだろう。
【０１１４】
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　この特徴はまた、医薬品がポート５１６を介して患者に供給される場合に有用である。
医薬品の一部がエラストマ要素５２３のポート５１６と５６６の内部容積５２８に留まる
と、患者が受け取る医薬品の投与量は、容易に確かめることができない量だけ、意図する
投与量よりも少なくなる。さらに、この残余の医薬品は、活栓の引き続く使用の間、患者
に不注意で供給されるかもしれず、このことは、患者に害を及ぼすこととなるであろう。
【０１１５】
　本発明は、内部容積５２８と５６６から血液又は医薬品のような液体を自動的にフラッ
シングし、一般的に、余分な注射器の使用を必要とすること、及び医療セットを雰囲気中
に開放してこれにより汚染の機会を増大することなしに、液体を患者に戻すことを可能に
する。
【０１１６】
　図５９Ｄと図６０Ｄは、ポート５１６が、弁のエラストマ要素５２３に注射器先端（示
されていない）のような雄ルエルコネクタの挿入することによって雰囲気中に開放される
ときに、活栓の上流のＩＶセットをフラッシングするために使用可能な、図５１の活栓の
第４動作位置を示す。雄ルエルコネクタの挿入により、矢印５６５で示されるように、ポ
ート５１８からの液体は、流体流ガイド５５４を回って、部分的に周縁に延在する凹部５
５２を介して、ポート５１６のエラストマ要素５２３を経由して雄ルエルネクタに流れる
ようにされる。代替として、圧力バッグ内の液体の混合のような用途のために、側面ポー
ト５１６を経由し、ポート５１８を介して矢印５６５と反対の方向に液体を押圧するため
に、この動作位置を使用してもよい。
【０１１７】
　様々な動作方向における本発明の好適な実施形態に従って構成されかつ動作する動脈監
視セットの単純化した絵画図である図６１Ａ、図６１Ｂ及び図６１Ｃを参照する。動脈監
視セットは、流体で満たされたバッグ６１２と患者の動脈に導く管部分６１４とを含む。
図面６１Ａ～図６１Ｃに概略的に示されている動脈圧力センサ６１６は、管部分６１４に
沿って直列に結合され、目で見える出力を従来の監視装置６１８に供給する。動脈圧力セ
ンサ６１６の下流に、図１１～図６０Ｄのいずれかの図を参照して上述した種類の活栓６
２０が設けられ、活栓は、エラストマの要素６２３を有する清掃可能な弁６２２を含む。
【０１１８】
　図６１Ａは、図１９Ａと図２０Ａ、図２９Ａと図３０Ａ、図３９Ａと図４０Ａ、図４９
Ａと図５０Ａ及び図５９Ａと図６０Ａに示すような動作方向における活栓を示す。図１９
Ａ、図２０Ａ、図３９Ａ及び図４０Ａに示すように、液体は、活栓６２０を含む動脈セッ
トを介して、バッグ６１２から患者の動脈に通過する。代替として、図２９Ａ、図３０Ａ
、図４９Ａ、図５０Ａ、図５９Ａ及び図６０Ａに例示した活栓に示すように、医療処置が
動脈セット内の液体流の停止を必要とする場合に、この動作方向を利用してもよい。
【０１１９】
　図６１Ｂは、図１９Ｂと図２０Ｂ、図２９Ｂと図３０Ｂ、図３９Ｂと図４０Ｂ、図４９
Ｂと図５０Ｂ及び図５９Ｂと図６０Ｂに示すような動作方向における活栓を示しており、
この活栓は、清掃可能な弁６２２に結合された注射器６２４を使用することによって、患
者から血液又は他の流体を抜き取るために一般的に使用される。この動作位置は、注射器
６２４を経由して医薬品を患者に供給するためにまた使用してもよいことが認識される。
【０１２０】
　図６１Ｃは、例えば図１９Ｃと図２０Ｃ、図２９Ｃと図３０Ｃ、図３９Ｃと図４０Ｃ、
図４９Ｃと図５０Ｃ及び図５９Ｃと図６０Ｃに示すような動作方向における活栓を示して
おり、この活栓は、動脈セットから患者に液体を供給するために一般的に使用される。液
体は、活栓を介して流れ、内部容積から患者への残留液をフラッシュしながら、清掃可能
な弁及びそれが配置されるポートの内部容積をフラッシングする。
【０１２１】
　操作者は、活栓により動脈線を雰囲気にさらすことなく容易に血液を抜き取ることがで
きるので、監視セットの図１１～図６０Ｄのいずれかに示された活栓を使用することによ
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り、汚染の危険と余分のカバー又はプラグの必要性との両方が低減される。
【０１２２】
　動脈線の日常の使用のために、活栓は、図１９Ａ、図２０Ａ、図３９Ａ、図４０Ａ及び
図６１Ａに示されるような位置で使用され、この位置で、流体は、弁６２２のエラストマ
要素６２３と接触することなく動脈線から患者に流れる。
【０１２３】
　患者から血液を抜き取るために、操作者は、図１９Ｂ、図２０Ｂ、図２９Ｂ、図３０Ｂ
、図３９Ｂ、図４０Ｂ、図４９Ｂ、図５０Ｂ、図５９Ｂ、図６０Ｂ及び図６１Ｂに示され
た動作方向に活栓の取っ手を置き、注射器を弁に導入し、これによって弁を開き、血液を
抜き取る。
【０１２４】
　血液が抜き取られた後で、残余の血液は、弁と活栓の側面ポートとの内部容積に留まる
。この残余の血液は、活栓から除去されないと、図９Ｃ、図１９Ｃ、図２０Ｃ、図２９Ｃ
、図３０Ｃ、図３９Ｃ、図４０Ｃ、図４９Ｃ、図５０Ｃ、図５９Ｃ及び図６０Ｃを参照し
て上に説明したように、患者に損害を与えるかもしれない。
【０１２５】
　内部容積から残余の血液を取り除くために、操作者は、図１９Ｃ、図２０Ｃ、図２９Ｃ
、図３０Ｃ、図３９Ｃ、図４０Ｃ、図４９Ｃ、図５０Ｃ、図５９Ｃ、図６０Ｃ及び図６１
Ｃに示した動作方向に活栓の取っ手を配置する。この方向において、動脈線の液体の流れ
は、活栓の弁及び側面ポートの両方の内部容積をフラッシュして、内部容積から残余の血
を取り除く。
【０１２６】
　患者の動脈血の圧力の監視に活栓を使用するために、液体の流れは、弁のエラストマ構
成要素と接触してはならない。その結果、操作者が弁と活栓の側面ポートとの内部容積か
ら残余の血を除去したときに、操作者は、活栓の取っ手を図６１Ａに見られる動作方向に
再び配置するだろう。
【０１２７】
　上に図示しかつ説明した活栓構造は、上に特に述べられた用途に加え、多くの有利な用
途を有することが可能であることが認識される。
【０１２８】
　本発明は、特に上に図示し述べられたものに限定されないことが、当業者によって認識
されるであろう。むしろ、本発明の範囲は、上に説明した様々な特徴の組み合わせ及び下
位の組み合わせの両方を含み、同様に前述の明細書を読んだ当業者に想起されるであろう
及び従来技術にない本発明の修正と変更を含んでいる。
【図面の簡単な説明】
【０１２９】
【図１】本発明の好適な実施形態に従って構成されかつ動作する活栓の単純化した組立分
解図である。
【図２】２つの異なる方向で見た図１の活栓の部分を形成する、ハウジング要素及びネジ
付きプラグの単純化した図面である。
【図３】２つの異なる方向で見た図１の活栓の部分を形成する、ハウジング要素及びネジ
付きプラグの単純化した図面である。
【図４Ａ】図２の断面線ＩＶＡ－ＩＶＡに沿った断面図である。
【図４Ｂ】図３の断面線ＩＶＢ－ＩＶＢに沿った断面図である。
【図５Ａ】２つの方向における図１の活栓の部分を形成する取っ手要素の単純化した絵画
図である。
【図５Ｂ】２つの方向における図１の活栓の部分を形成する取っ手要素の単純化した絵画
図である。
【図６Ａ】図５Ａの方向Ａに沿った図５Ａの取っ手要素の単純化した平面図である。
【図６Ｂ】図５Ａの方向Ｂに沿った図５Ｂの取っ手要素の単純化した平面図である。
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【図７】図５Ｂの断面線ＶＩＩ－ＶＩＩに沿った断面図である。
【図８Ａ】図５Ｂの断面線ＶＩＩＩＡ－ＶＩＩＩＡに沿った断面図である。
【図８Ｂ】図５Ｂの断面線ＶＩＩＩＢ－ＶＩＩＩＢに沿った断面図である。
【図９Ａ】５つの動作方向における図１の活栓の単純化した絵画図である。
【図９Ｂ】５つの動作方向における図１の活栓の単純化した絵画図である。
【図９Ｃ】５つの動作方向における図１の活栓の単純化した絵画図である。
【図９Ｄ】５つの動作方向における図１の活栓の単純化した絵画図である。
【図９Ｅ】５つの動作方向における図１の活栓の単純化した絵画図である。
【図１０Ａ】図９Ａの断面線ＸＡ－ＸＡに沿った断面図である。
【図１０Ｂ】図９Ｂの断面線ＸＢ－ＸＢに沿った断面図である。
【図１０Ｃ】図９Ｃの断面線ＸＣ－ＸＣに沿った断面図である。
【図１０Ｄ】図９Ｄの断面線ＸＤ－ＸＤに沿った断面図である。
【図１０Ｅ】図９Ｅの断面線ＸＥ－ＸＥに沿った断面図である。
【図１１】本発明の他の好適な実施形態に従って構成されかつ動作する活栓の単純化した
組立分解図である。
【図１２】２つの異なる方向で見た図１１の活栓の部分を形成するハウジング要素の単純
化した絵画図である。
【図１３】２つの異なる方向で見た図１１の活栓の部分を形成するハウジング要素の単純
化した絵画図である。
【図１４Ａ】図１２の断面線ＸＩＶＡ－ＸＩＶＡに沿った断面図である。
【図１４Ｂ】図１３の断面線ＸＩＶＢ－ＸＩＶＢに沿った断面図である。
【図１５Ａ】２つの方向における図１１の活栓の部分を形成する取っ手要素の単純化した
絵画図である。
【図１５Ｂ】２つの方向における図１１の活栓の部分を形成する取っ手要素の単純化した
絵画図である。
【図１６Ａ】図１５Ａの方向Ａに沿った図１５Ａの取っ手要素の単純化した平面図である
。
【図１６Ｂ】図１５Ａの方向Ｂに沿った図１５Ｂの取っ手要素の単純化した平面図である
。
【図１７】図１５Ｂの断面線ＸＶＩＩ－ＸＶＩＩに沿った断面図である。
【図１８Ａ】図１５Ｂの断面線ＸＶＩＩＩＡ－ＸＶＩＩＩＡに沿った断面図である。
【図１８Ｂ】図１５Ｂの断面線ＸＶＩＩＩＢ－ＸＶＩＩＩＢに沿った断面図である。
【図１９Ａ】４つの動作方向における図１１の活栓の単純化した絵画図である。
【図１９Ｂ】４つの動作方向における図１１の活栓の単純化した絵画図である。
【図１９Ｃ】４つの動作方向における図１１の活栓の単純化した絵画図である。
【図１９Ｄ】４つの動作方向における図１１の活栓の単純化した絵画図である。
【図２０Ａ】図１９Ａの断面線ＸＸＡ－ＸＸＡに沿った断面図である。
【図２０Ｂ】図１９Ｂの断面線ＸＸＢ－ＸＸＢに沿った断面図である。
【図２０Ｃ】図１９Ｃの断面線ＸＸＣ－ＸＸＣに沿った断面図である。
【図２０Ｄ】図１９Ｄの断面線ＸＸＤ－ＸＸＤに沿った断面図である。
【図２１】本発明の追加の好適な実施形態に従って構成されかつ動作する活栓の単純化し
た組立分解図である。
【図２２】２つの異なる方向で見た図２１の活栓の部分を形成するハウジング要素の単純
化した絵画図である。
【図２３】２つの異なる方向で見た図２１の活栓の部分を形成するハウジング要素の単純
化した絵画図である。
【図２４Ａ】図２２の断面線ＸＸＩＶＡ－ＸＸＩＶＡに沿った断面図である。
【図２４Ｂ】図２３の断面線ＸＸＩＶＢ－ＸＸＩＶＢに沿った断面図である。
【図２５Ａ】２つの方向における図２１の活栓の部分を形成する取っ手要素の単純化した
絵画図である。
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【図２５Ｂ】２つの方向における図２１の活栓の部分を形成する取っ手要素の単純化した
絵画図である。
【図２６Ａ】図２５Ａの方向Ａに沿った図２５Ａの取っ手要素の単純化した平面図である
。
【図２６Ｂ】図２５Ａの方向Ｂに沿った図２５Ｂの取っ手要素の単純化した平面図である
。
【図２７】図２５Ｂの断面線ＸＸＶＩＩ－ＸＸＶＩＩに沿った断面図である。
【図２８Ａ】図２５Ｂの断面線ＸＸＶＩＩＩＡ－ＸＸＶＩＩＩＡに沿った断面図である。
【図２８Ｂ】図２５Ｂの断面線ＸＸＶＩＩＩＢ－ＸＸＶＩＩＩＢに沿った断面図である。
【図２９Ａ】４つの動作方向における図２１の活栓の単純化した絵画図である。
【図２９Ｂ】４つの動作方向における図２１の活栓の単純化した絵画図である。
【図２９Ｃ】４つの動作方向における図２１の活栓の単純化した絵画図である。
【図２９Ｄ】４つの動作方向における図２１の活栓の単純化した絵画図である。
【図３０Ａ】図２９Ａの断面線ＸＸＸＡ－ＸＸＸＡに沿った断面図である。
【図３０Ｂ】図２９Ｂの断面線ＸＸＸＢ－ＸＸＸＢに沿った断面図である。
【図３０Ｃ】図２９Ｃの断面線ＸＸＸＣ－ＸＸＸＣに沿った断面図である。
【図３０Ｄ】図２９Ｄの断面線ＸＸＸＤ－ＸＸＸＤに沿った断面図である。
【図３１】本発明のさらに好適な実施形態に従って構成されかつ動作する活栓の単純化し
た組立分解図である。
【図３２】２つの異なる方向で見た図３１の活栓の部分を形成するハウジング要素の単純
化した絵画図である。
【図３３】２つの異なる方向で見た図３１の活栓の部分を形成するハウジング要素の単純
化した絵画図である。
【図３４Ａ】図３２の断面線ＸＸＸＩＶＡ－ＸＸＸＩＶＡに沿った断面図である。
【図３４Ｂ】図３３の断面線ＸＸＸＩＶＢ－ＸＸＸＩＶＢに沿った断面図である。
【図３５Ａ】２つの方向における図３１の活栓の部分を形成する取っ手要素の単純化した
絵画図である。
【図３５Ｂ】２つの方向における図３１の活栓の部分を形成する取っ手要素の単純化した
絵画図である。
【図３６Ａ】図３５Ａの方向Ａに沿った図３５Ａの取っ手要素の単純化した平面図である
。
【図３６Ｂ】図３５Ａの方向Ｂに沿った図３５Ｂの取っ手要素の単純化した平面図である
。
【図３７】図３５Ｂの断面線ＸＸＸＶＩＩ－ＸＸＸＶＩＩに沿った断面図である。
【図３８Ａ】図３５Ｂの断面線ＸＸＸＶＩＩＩＡ－ＸＸＸＶＩＩＩＡに沿った断面図であ
る。
【図３８Ｂ】図３５Ｂの断面線ＸＸＸＶＩＩＩＢ－ＸＸＸＶＩＩＩＢに沿った断面図であ
る。
【図３９Ａ】４つの動作方向における図３１の活栓の単純化した絵画図である。
【図３９Ｂ】４つの動作方向における図３１の活栓の単純化した絵画図である。
【図３９Ｃ】４つの動作方向における図３１の活栓の単純化した絵画図である。
【図３９Ｄ】４つの動作方向における図３１の活栓の単純化した絵画図である。
【図４０Ａ】図３９Ａの断面線ＸＬＡ－ＸＬＡに沿った断面図である。
【図４０Ｂ】図３９Ｂの断面線ＸＬＢ－ＸＬＢに沿った断面図である。
【図４０Ｃ】図３９Ｃの断面線ＸＬＣ－ＸＬＣに沿った断面図である。
【図４０Ｄ】図３９Ｄの断面線ＸＬＤ－ＸＬＤに沿った断面図である。
【図４１】本発明のさらに別の好適な実施形態に従って構成されかつ動作する活栓の単純
化した組立分解図である。
【図４２】２つの異なる方向で見た図４１の活栓の部分を形成するハウジング要素の単純
化した絵画図である。
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【図４３】２つの異なる方向で見た図４１の活栓の部分を形成するハウジング要素の単純
化した絵画図である。
【図４４Ａ】図４２の断面線ＸＬＩＶＡ－ＸＬＩＶＡに沿った断面図である。
【図４４Ｂ】図４３の断面線ＸＬＩＶＢ－ＸＬＩＶＢに沿った断面図である。
【図４５Ａ】２つの動作方向における図４１の活栓の部分を形成する取っ手要素の単純化
した絵画図である。
【図４５Ｂ】２つの動作方向における図４１の活栓の部分を形成する取っ手要素の単純化
した絵画図である。
【図４６Ａ】図４５Ａの方向Ａに沿った図４５Ａの取っ手要素の単純化した平面図である
。
【図４６Ｂ】図４５Ａの方向Ｂに沿った図４５Ｂの取っ手要素の単純化した平面図である
。
【図４７】図４５Ｂの断面線ＸＬＶＩＩ－ＸＬＶＩＩに沿った断面図である。
【図４８Ａ】図４５Ｂの断面線ＸＬＶＩＩＩＡ－ＸＬＶＩＩＩＡに沿った断面図である。
【図４８Ｂ】図４５Ｂの断面線ＸＬＶＩＩＩＢ－ＸＬＶＩＩＩＢに沿った断面図である。
【図４９Ａ】４つの動作方向における図４１の活栓の単純化した絵画図である。
【図４９Ｂ】４つの動作方向における図４１の活栓の単純化した絵画図である。
【図４９Ｃ】４つの動作方向における図４１の活栓の単純化した絵画図である。
【図４９Ｄ】４つの動作方向における図４１の活栓の単純化した絵画図である。
【図５０Ａ】図４９Ａの断面線ＬＡ－ＬＡに沿った断面図である。
【図５０Ｂ】図４９Ｂの断面線ＬＢ－ＬＢに沿った断面図である。
【図５０Ｃ】図４９Ｃの断面線ＬＣ－ＬＣに沿った断面図である。
【図５０Ｄ】図４９Ｄの断面線ＬＤ－ＬＤに沿った断面図である。
【図５１】本発明のさらに好適な実施形態に従って構成されかつ動作する活栓の単純化し
た組立分解図である。
【図５２】２つの異なる方向で見た図５１の活栓の部分を形成するハウジング要素の単純
化した絵画図である。
【図５３】２つの異なる方向で見た図５１の活栓の部分を形成するハウジング要素の単純
化した絵画図である。
【図５４Ａ】図５３の断面線ＬＩＶＡ－ＬＩＶＡに沿った断面図である。
【図５４Ｂ】図５３の断面線ＬＩＶＢ－ＬＩＶＢに沿った断面図である。
【図５５Ａ】２つの動作方向における図５１の活栓の部分を形成する取っ手要素の単純化
した絵画図である。
【図５５Ｂ】２つの動作方向における図５１の活栓の部分を形成する取っ手要素の単純化
した絵画図である。
【図５６Ａ】図５５Ａの方向Ａに沿った図５５Ａの取っ手要素の単純化した平面図である
。
【図５６Ｂ】図５５Ａの方向Ｂに沿った図５５Ｂの取っ手要素の単純化した平面図である
。
【図５７】図５５Ｂの断面線ＬＶＩＩ－ＬＶＩＩに沿った断面図である。
【図５８Ａ】図５５Ｂの断面線ＬＶＩＩＩＡ－ＬＶＩＩＩＡに沿った断面図である。
【図５８Ｂ】図５５Ｂの断面線ＬＶＩＩＩＢ－ＬＶＩＩＩＢに沿った断面図である。
【図５９Ａ】４つの動作方向における図５１の活栓の単純化した絵画図である。
【図５９Ｂ】４つの動作方向における図５１の活栓の単純化した絵画図である。
【図５９Ｃ】４つの動作方向における図５１の活栓の単純化した絵画図である。
【図５９Ｄ】４つの動作方向における図５１の活栓の単純化した絵画図である。
【図６０Ａ】図５９Ａの断面線ＬＸＡ－ＬＸＡに沿った断面図である。
【図６０Ｂ】図５９Ｂの断面線ＬＸＢ－ＬＸＢに沿った断面図である。
【図６０Ｃ】図５９Ｃの断面線ＬＸＣ－ＬＸＣに沿った断面図である。
【図６０Ｄ】図５９Ｄの断面線ＬＸＤ－ＬＸＤに沿った断面図である。
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【図６１Ａ】様々な動作方向における本発明の好適な実施形態に従って構成されかつ動作
する動脈監視セットの単純化した絵画図である。
【図６１Ｂ】様々な動作方向における本発明の好適な実施形態に従って構成されかつ動作
する動脈監視セットの単純化した絵画図である。
【図６１Ｃ】様々な動作方向における本発明の好適な実施形態に従って構成されかつ動作
する動脈監視セットの単純化した絵画図である。
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